
市名
基準
合併
人口
面積
密度

施設数 面積

2 682 13 3,682 9 1,934 8 1,829
29 15,872 17 17,242 9 2,632 12 3,398
31 16,554 29 14,500 30 20,924 18 4,566 20 5,227
8 19,340 4 13,559 4 10,451 5 9,430
1 3,860 1 663 8 10,019
19 5,685 1 550 3 2,957
28 28,885 18 18,000 5 14,109 8 14,071 13 19,449

図書館 5 6,114 1 2,500 2 2,191 1 文化センター 2 1,927
博物館等 11 7,582 10.5 4,000 1 435 2 3,459 5 6,666

19 30,510 6 13,079 2 14,687 17 20,934
2 200 1 271 1 54
2 828 3 809 1 5,556
5 8,342 2 2,373 1 998
2 3,443 1 3,045 2 3,297
3 903 2 790
3 2,130 3 858 2 904 2 232
36 46,356 11 17,500 14 17,119 7 19,905 25 30,863
3 8,608 1 945 1 422
12 21,356 2 2,648 1 74 3 2,547
15 13,580 8 3,817 3 1,037 5 2,688
3 3,111 2 1,085
4 1,538 12 12,340 2 831
3 941 1 692 2 244
3 6,652
8 12,304 2 1,526 3 5,147
51 68,090 11 10,500 28 23,053 11 7,333 9 5,657
9 66,378 11 58,273 12 47,956 8 56,776
8 63,832 6 39,631 6 33,056 4 33,714
17 130,210 15 103,000 17 97,904 18 81,012 12 90,490

その他教育施設 3 3,084 1 819 2 2,006
12 18,408 6 3,850 11 10,883

9 5,924
12 18,408 11 16,000 0 0 6 3,850 20 16,807
4 2,777 1 保健センター 5 1,235
8 1,379 1 保健センター 5 326
2 1,217 10 1,297 1 保健センター 8 1,038
14 5,373 8 2,000 10 1,297 3 0 18 2,599
13 32,498 1 999 1 2,024 3 2,432
7 7,707 5 2,344 1 保健センター 7 6,183
20 40,205 5 2,000 6 3,343 2 2,024 10 8,615

障害福祉施設 2 442
保健施設 5 4,032 2 2,500 1 486 1 6,980

医療施設 医療施設 4 2,314 3 1,000 1 928
庁舎等 8 30,320 1 10,000 4 18,723 1 7,805 2 10,189

1 864
1 2,638

32 3,242 196 2,904 20 1,506 21 2,049
33 4,106 32 3,000 196 2,904 21 4,144 21 2,049

その他行政系施設 5 2,876 4 500
公営住宅 公営住宅 24 42,929 12 26,500 11 12,228 7 17,934 8 31,647
公園 公園 9 2,551 10 2,000 3 853

3 888 2 648 3 926
4 305 4 314
49 32,017 18 29,860 9 7,333 14 3,766
5 2,302 1 1,935 3 1,669
33 8,944 11 3,823 3 4,451 3 1,682
94 44,456 16.5 19,000 29 33,683 15 14,367 27 8,357
407 501,361 200.0 254,500 360 252,853 122 188,269 197 243,401

類似する市の公共施設保有数

計

砺波市
H27.3.31

H16（1市1町）
49,000
127.03

社会教育系
施設

保健・福祉施設

58.9 208.276.8

46,613 47,992
790.9 230.56

南砺市
H31.3.31

H16（4町4村）
51,327

市民文化系
施設

文化施設

小計

コミュニティセンター

公民館

文化センター

その他文化施設

文化財施設

スポーツ・
レクリエーショ

ン
系施設

スポーツ施設

小計

図書館

博物館等

体育館

テニス場

野球場

集会施設

小計

小計

行政系施設

屋内競技場

温水プール

グラウンド

その他体育施設

スキー場

宿泊施設

その他観光施設

温泉施設

農業振興施設

林業振興施設

その他の社会福祉施設

障害福祉施設

保健センター

診療所・医療センター

庁舎

幼稚園

児童館

子育て支援センター

その他子育て支援施設

介護福祉施設

小計

産業系施設 産業系施設

学校教育系
施設 小計

学校

幼保・こども園

幼児・児童施設

子育て支援
施設

高齢福祉施設

消防施設

その他その他

小計

小計

小計

小計

商業振興施設

その他産業施設

小学校

中学校

保育園

その他公用施設

その他教育施設

公園

駐車場、駐輪場

公衆トイレ

普通財産

その他公共用施設

防災センター

消防署・分署

その他消防施設

その他行政系施設

市営住宅

施設数 面積

大分類 中分類 小分類

施設数 面積
総合管理計画保有

施設数 面積

668.6

氷見市湯沢市
H29.4.1 H26.4.1

H17（1市2町1村） －

施設数 面積

385.7
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（単位：施設）
市名 南砺市 湯沢市 氷見市 砺波市
基準日 H31.3.31 H29.4.1 H26.4.1 H27.3.31
合併有無 H16（4町4村） H17（1市2町1村） － H16（1市1町）
人口 51,327 46,613 47,992 49,000
面積 668.60 790.90 230.56 127.03
人口密度 76.8 58.9 208.2 385.7

Ａ：行政運営する上で必要な施設 9 11 12 8

8 6 6 4

12 6 9

8 4 1 2

4 1（保健センター） 5

8 1（保健センター） 5

2 10 1（保健センター） 8

13 1 1 3

7 5 1（保健センター） 7

5 1 1

4 1

1

32 196 20 21

5

24 11 7 8

29 17 9 12

8 4 4 5

5 2 1（文化センター） 2

11 1 2 5

19 6 2 17

2 3 1

3 2

9 3

3 2 3

4 4

5 1 3

33 11 3 3

コミュニティセンター 2 13 9 8

1 1 8

文化財施設 19 1 3

テニス場 2 1 1

5 2 1

2 1 2

3 3 2 2

3 1 1

12 2 1 3

15 8 3 5

3 2

4 12 2

3 1 2

3

8 2 3

49 18 9 14

※分類ごとの数は、各市の基準日における公共施設の保有数です。

グラウンド

その他体育施設

スキー場

宿泊施設

野球場

駐車場、駐輪場

その他公共用施設

その他公用施設

屋内競技場

温水プール

普通財産

その他観光施設

温泉施設

農業振興施設

林業振興施設

商業振興施設

その他産業施設

保有すべき施設分類ごとの優先度（草稿案）

防災センター

小学校

中学校

保育園

庁舎

児童館

子育て支援センター

その他子育て支援施設

介護福祉施設

その他の社会福祉施設

保健センター

診療所・医療センター

Ｃ：市民生活を豊かにする施設で、
　　できれば行政で保有すること
　　が望まれる施設

Ｂ：市民生活上、必要な施設で行
　　政が保有することが望ましい
　　施設

Ｄ：市民生活を豊かにする施設で、
　　行政による保有理由が乏しい
　　施設

区分 小分類

公衆トイレ

その他消防施設

その他行政系施設

市営住宅

公民館

文化センター

その他文化施設

図書館

博物館等

体育館

公園

行政が保有すべき基盤施設

民間事業者等でもサービス

を提供している施設

市民の健康、福祉、安全安

心を確保する上で必要な施

設

学習・スポーツの振興や生

活環境を保全する上で必要

な施設
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再編方針等 
南砺市公共施設等総合管理計画 第２次南砺市公共施設再編計画

施設類型ごとの管理に関する基本的な考え方 

１ 集会施設 

① 基本方針

集会施設は、市民活動の拠点としての機能を果たすことを目的とします。現在は、コミュニティセンターと公民

館があります。

コミュニティセンターは、今後も引き続き地域への譲渡を進めて、可能な限り早い時期に全ての施設を地域管理

の施設とします。また、点検・診断等により高度の危険性が認められた施設については、早急に使用を中止します。

日々の点検・診断や維持管理を、一定の範囲で市民の方にご協力いただくよう、市民協働の観点も踏まえて今後

の方法を決めていきます。

また、公民館は、自治振興会の単位ごとに設置している市民活動の拠点施設であることから、継続的に維持・管

理を行っていきます。そのため、ライフサイクルコストの低減を目指し、必要に応じて維持管理・修繕や長寿命化

を推進します。また、建替え更新などの際には、利用状況や必要な規模を考慮し、最小のコストで必要なサービス

を提供できるよう努力していきます。 

② 短期目標（５年 2015年度から 2019年度まで）
コミュニティセンターは、地元自治会などへの譲渡を進めます。

③ 中期目標（１０年 2020年度から 2024年度まで）
集会施設は、耐用年数到来年度を考慮し、適正規模、必要な機能についての方向性を決めます。 

類型別の基本的な考え方、３０年後の再編方針 

１ 集会施設 

 （１）コミュニティセンター 

   ①基本的な考え方 

    コミュニティセンターは、主に自治会の集会施設であるので、地域への譲渡を進めて、可能な限り早い時

期にすべての施設を地域管理の施設とします。

改訂後 

 （２）公民館 

   ①基本的な考え方 

    公民館は、自治振興会の単位ごとに設置している市民活動の拠点施設であることから、継続的に維持・管

理を行っていきます。耐用年数到来が近づいている施設については、他の施設との統合・複合化を図ってい

きます。

改訂後 

市名
基準
合併
人口
面積
密度

施設数 面積

2 682 13 3,682 9 1,934 8 1,829

29 15,872 17 17,242 9 2,632 12 3,398

31 16,554 29 14,797 30 20,924 18 4,566 20 5,227

施設数 面積

中分類 小分類

施設数 面積
総合管理計画保有

施設数 面積

コミュニティセンター

公民館

668.6

氷見市湯沢市
H29.4.1 H26.4.1

H17（1市2町1村） －

集会施設

小計

施設数 面積

385.7

砺波市
H27.3.31

H16（1市1町）
49,000
127.03

58.9 208.276.8

46,613 47,992
790.9 230.56

南砺市
H31.3.31

H16（4町4村）
51,327

＜30年後の再編方針＞ 

・自治会の集会施設であるため譲渡 

＜30 年後の再編方針＞ 

・市民活動の拠点施設であるため維持 

＜30 年後の再編方針＞ 

＜維持すべき施設数＞ 

＜30 年後の再編方針＞ 

＜維持すべき施設数＞ 
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再編方針等 
南砺市公共施設等総合管理計画 第２次南砺市公共施設再編計画

２ 文化施設 

① 基本方針

文化施設は、本市がこれまで継承してきた文化を守ること、まとまった規模での発表などの活動ができるように

することを目的とします。 

文化センターは、町村合併の経緯などもあり、複数の施設を有していますが、本市の人口規模を踏まえ集約して

いくことを進めます。また、多くの施設は老朽化しているため、維持すべき施設についてはライフサイクルコスト

の低減を目指し、必要に応じて維持管理・修繕を行います。施設の建替え更新の際には、利用状況や必要な規模を

考慮し、最小のコストで必要なサービスを提供できるよう努力します。 

文化財施設は市にとって貴重な文化財であることを鑑み、適切に維持管理・修繕を行います。ただし、建物自体

が文化財ではなく、収蔵物を保管することが役割である建物については、保管方法の見直しを通して、更新の必要

性を決定します。 

日々の管理については、トータルコストの縮減を目指して点検・診断等を行い、安全確保にも努めます。点検・診

断等の履歴を集積・蓄積し、総合管理計画の見直しに反映して充実を図るとともに、維持管理・修繕・更新を含 

む老朽化対策などに活かします。 

また、指定管理者制度などの民間活用の方策も検討します。 

② 短期目標（５年 2015年度から 2019年度まで）
文化センターの今後のあり方について計画を策定します。また、施設に付帯した物置や収蔵場について、他の公

共施設の空きスペースなどへの移動などの工夫を通じて縮減します。 

③ 中期目標（１０年 2020年度から 2024年度まで）
文化センターは、短期目標で掲げた検討の結果に従い、必要な対応を行います。 

２ 文化施設 

 （１）文化センター、その他文化施設 

   ①基本的な考え方 

    文化センターは、町村合併の経緯などもあり、複数の施設を有していますが、本市の人口規模を踏まえ集

約していきます。

その他文化施設は、世界に向けて芸術文化を発信する特徴ある施設であることから維持します。しかし、

利用者が３割減となった場合は、統合を検討します。

改訂後 

 （２）文化財施設 

   ①基本的な考え方 

    文化財施設は、国、県、市指定のものを数多く有しており、市の魅力や宝となっています。市にとって貴

重な財産であることから、適切に維持管理・修繕を行います。ただし、建物自体が文化財ではなく、収蔵物

を保管することなどが役割である建物については、その方法の見直しを通して、更新の必要性を決定しま

す。

改訂後 

市名
基準
合併
人口
面積
密度

施設数 面積

8 19,340 4 13,559 4 10,451 5 9,430

1 3,860 1 663 8 10,019

19 5,685 1 550 3 2,957

28 28,885 18 18,477 5 14,109 8 14,071 13 19,449

施設数 面積

中分類 小分類

施設数 面積
総合管理計画保有

施設数 面積

文化施設

小計

文化センター

その他文化施設

文化財施設

668.6

氷見市湯沢市
H29.4.1 H26.4.1

H17（1市2町1村） －

施設数 面積

385.7

砺波市
H27.3.31

H16（1市1町）
49,000
127.03

58.9 208.276.8

46,613 47,992
790.9 230.56

南砺市
H31.3.31

H16（4町4村）
51,327

＜30年後の再編方針＞ 

・文化センター（ホール施設）は １～２箇所に集約 

・その他文化施設は維持 

＜30 年後の再編方針＞ 

・世界遺産等の指定文化財施設は維持 

・その他の施設は譲渡や統合 

＜30 年後の再編方針＞ 

＜維持すべき施設数＞ 

＜30 年後の再編方針＞ 

＜維持すべき施設数＞ 
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再編方針等 
南砺市公共施設等総合管理計画 第２次南砺市公共施設再編計画

３ 図書館 

① 基本方針

図書館は、市内の各所で図書を利用できるように配置していますが、行政センター内などに図書サービスコーナ

ーを設置するなども含めて検討を行い、本市の人口規模を踏まえて集約します。

日々の管理については、トータルコストの縮減を目指して点検・診断等を行い、安全確保にも努めます。あわせ

て、点検・診断等の履歴を集積・蓄積し、総合管理計画の見直しに反映し充実を図るとともに、維持管理・修繕・

更新を含む老朽化対策などに活かします。 

また、指定管理者制度などの民間活用の方策も検討します。 

② 短期目標（５年 2015年度から 2019年度まで）
図書館の今後のあり方について計画を策定します。耐震化が未実施の施設もあるため、今後の利用方針に基づい

た対応を行います。なお、鉄筋コンクリート構造建築物の耐震化には多額の経費がかかることから、今後の利用方

針によっては、耐震化を実施せずに廃止し、他施設の空きスペースで複合化などを図ります。また、指定管理者制

度などの民間活力の活用を進めます。

③ 中期目標（１０年 2020年度から 2024年度まで）
短期目標で掲げた検討の結果に従い、必要な対応を行います。

３ 図書館 

   ①基本的な考え方 

    図書館は、子供から高齢者までの幅広い年代が利用している施設です。このようなことから、市内の各所

で利用できるように配置しています。

また、市民の利用要望が高いことから、すべての図書館機能を維持しながら、更新にあたっては、施設の

複合化を進めていきます。しかし、短期５年間に利用者が３割減となった場合は、統合を進めていきます。

改訂後 

市名
基準
合併
人口
面積
密度

施設数 面積

図書館 5 6,114 1 2,614 2 2,191 1 文化センター 2 1,927

施設数 面積

中分類 小分類

施設数 面積
総合管理計画保有

施設数 面積

図書館

668.6

氷見市湯沢市
H29.4.1 H26.4.1

H17（1市2町1村） －

施設数 面積

385.7

砺波市
H27.3.31

H16（1市1町）
49,000
127.03

58.9 208.276.8

46,613 47,992
790.9 230.56

南砺市
H31.3.31

H16（4町4村）
51,327

＜30 年後の再編方針＞ 

・すべての図書館機能を維持 

＜30 年後の再編方針＞ 

＜維持すべき施設数＞ 
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再編方針等 
南砺市公共施設等総合管理計画 第２次南砺市公共施設再編計画

４ 博物館等

① 基本方針

博物館等は、本市全体の財政状況を踏まえ、貴重な収蔵物の適切な管理や市民の利便性を高めてより身近に感じ

ていただくため、主要な博物館等や他の公共施設への集約を図ります。

また、老朽化している施設や耐震化未実施の施設も多いため、点検・診断等を行い、安全確保にも努めます。あ

わせて、点検・診断等の履歴を集積・蓄積し、総合管理計画の見直しに反映し充実を図るとともに、維持管理・修

繕・更新を含む老朽化対策などに活かします。

また、指定管理者制度などの民間活用の方策も検討します。 

② 短期目標（５年 2015年度から 2019年度まで）
老朽化した施設を中心に収蔵物の移動による施設の集約を進めます。

③ 中期目標（１０年 2020年度から 2024年度まで）
老朽化した施設を中心に収蔵物の移動による施設の集約を進めます。

４ 博物館等 

   ①基本的な考え方 

    博物館等は、貴重な収蔵物の適切な管理や市民の利便性を高めながら、主要な博物館など、他の公共施設

への集約を図るとともに、広く市民や観光客の利用増に努めます。しかし、短期５年間に利用者が３割減と

なった場合は、統合や活用方法の見直しを進めていきます。

改訂後

市名
基準
合併
人口
面積
密度

施設数 面積

博物館等 11 7,582 10.5 4,222 1 435 2 3,459 5 6,666

施設数 面積

中分類 小分類

施設数 面積
総合管理計画保有

施設数 面積

博物館等

668.6

氷見市湯沢市
H29.4.1 H26.4.1

H17（1市2町1村） －

施設数 面積

385.7

砺波市
H27.3.31

H16（1市1町）
49,000
127.03

58.9 208.276.8

46,613 47,992
790.9 230.56

南砺市
H31.3.31

H16（4町4村）
51,327

＜30 年後の再編方針＞ 

・基本的に維持 

＜30 年後の再編方針＞ 

＜維持すべき施設数＞ 
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再編方針等 
南砺市公共施設等総合管理計画 第２次南砺市公共施設再編計画

５ スポーツ施設 

① 基本方針

スポーツ施設は、市民がスポーツ活動を行うことができるように、人口規模を踏まえて適正な量を維持します。

合併の経緯などから複数の施設を有する体育館やプールなどについては集約することを進めます。プールについ

ては、民間のプールや学校プールなどの状況も踏まえながら、見直しを行います。

指定管理者制度の導入などによりコストの抑制に努めているものの、一定のコストがかかっているため、利用状

況に応じた見直しが重要となります。特に、利用者数の少ない施設や利用者が限定される施設、利用者とコストの

バランスがとれていない施設等は優先的に見直しを進めていく必要があります。

また、点検・診断等の履歴を集積・蓄積し、総合管理計画の見直しに反映し充実を図るとともに、維持管理・修

繕・更新を含む老朽化対策などに活かします。 

② 短期目標（５年 2015年度から 2019年度まで）
スポーツ施設の今後のあり方について計画を策定します。

老朽化している施設を中心に、施設の廃止に取り組みます。

③ 中期目標（１０年 2020年度から 2024年度まで）
短期目標で掲げた検討の結果に従い、必要な対応を行います。

５ スポーツ施設 

 （１）体育館 

   ①基本的な考え方 

    体育館は、市民が気軽にスポーツを楽しめる施設です。しかしながら、他市と比較しても非常に数が多い

のが実態です。このようなことから、人口規模を踏まえて適正な量への集約を進めます。

そのためには、学校施設の開放を進めることでサービスを維持するとともに、５年間の利用状況をみなが

ら、今後のあり方を定めていきます。しかし、短期５年間に利用者が３割減となった場合は、統合を進めて

いきます。

改訂後 

 （２）テニス場、野球場、屋内競技場、温水プール、グラウンド、その他体育施設 

   ①基本的な考え方 

    スポーツ施設は、市民がスポーツ活動を行うことができるように、人口規模を踏まえて適正な量を維持し

ます。

テニス場は、学校施設を活用することで統合を進めます。

野球場、温水プール、グラウンドは、人口規模を踏まえて１～２箇所に集約を進めます。

屋内競技場は、冬期間における健康づくりの場として維持します。

その他の体育施設は、他市でも有しない特色なる施設ですが、民間活力を活用しながら機能の維持に努め

ます。

しかし、いずれの施設も基本的には利用者が３割減となった場合は、統合を進めていきます。

改訂後 

市名
基準
合併
人口
面積
密度

施設数 面積

19 30,510 6 13,079 2 14,687 17 20,934

2 200 1 271 1 54

2 828 3 809 1 5,556

5 8,342 2 2,373 1 998

2 3,443 1 3,045 2 3,297

3 903 2 790

3 2,130 3 858 2 904 2 232

36 46,356 11 17,983 14 17,119 7 19,905 25 30,863

施設数 面積

中分類 小分類

施設数 面積
総合管理計画保有

施設数 面積

屋内競技場

温水プール

グラウンド

その他体育施設

スポーツ施設

小計

体育館

テニス場

野球場

668.6

氷見市湯沢市
H29.4.1 H26.4.1

H17（1市2町1村） －

施設数 面積

385.7

砺波市
H27.3.31

H16（1市1町）
49,000
127.03

58.9 208.276.8

46,613 47,992
790.9 230.56

南砺市
H31.3.31

H16（4町4村）
51,327

＜30 年後の再編方針＞ 
・テニス場は学校施設の併用でサービスを維持 
・野球場、温水プールは １箇所に集約 
・グラウンドは ２箇所に集約 
・屋内競技場は基本的に維持 
・その他体育施設は、すべての機能を維持 

＜30 年後の再編方針＞ 
・学校体育館の活用を推進し、旧町部にそれぞれ１～２箇所維持 

＜30 年後の再編方針＞ 

＜維持すべき施設数＞ 

＜30 年後の再編方針＞ 

＜維持すべき施設数＞ 
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再編方針等 
南砺市公共施設等総合管理計画 第２次南砺市公共施設再編計画

６ 産業系施設

① 基本方針

産業系施設は、利用者数に比べてコストが高い施設が多く、また、本来民間でのサービス提供が可能であるな

ど、行政が保有する必要性が他の施設に比べて低いと考えられます。これらの施設は原則として更新は行わず、点

検・診断等により高度の危険性が認められた施設については、使用を中止します。

あわせて、民間譲渡を基本的な考え方として整理し、総量縮減を図ります。

② 短期目標（５年 2015年度から 2019年度まで）
老朽化している施設を中心に、施設の廃止に取り組みます。また、現行の公共施設再編計画において売却・譲渡

の方針となっている施設を中心に、その実行を進めます。

③ 中期目標（１０年 2020年度から 2024年度まで）
老朽化が進んでいない施設も含め、今後の財政負担の観点から、民間事業者への譲渡や施設の廃止を進めます。

６ 産業系施設 

 （１）スキー場 

   ①基本的な考え方 

    スキー場は、市民の健康づくりの場や冬期の雇用の場、スポーツ振興施設として重要な役割を果たしてい

ます。しかしながら、本来民間でのサービス提供が可能であるなど、行政が保有する必要性が他の施設に比

べて低いと考えられます。

このようなことから、民間譲渡を基本的な考え方として整理し、総量縮減を図ります。

改訂後 

 （２）宿泊施設 

   ①基本的な考え方 

    宿泊施設は、本来民間でのサービス提供が可能であるなど、行政が保有する必要性が他の施設に比べて低

いと考えられます。

このため、民間譲渡を基本的な考え方として、総量縮減を図ります。

改訂後 

市名
基準
合併
人口
面積
密度

施設数 面積

3 8,608 1 945 1 422

12 21,356 2 2,648 1 74 3 2,547

15 13,580 8 3,817 3 1,037 5 2,688

3 3,111 2 1,085

4 1,538 12 12,340 2 831

3 941 1 692 2 244

3 6,652

8 12,304 2 1,526 3 5,147

51 68,090 11 10,878 28 23,053 11 7,333 9 5,657

施設数 面積

中分類 小分類

施設数 面積
総合管理計画保有

施設数 面積

産業系施設

商業振興施設

その他産業施設

小計

スキー場

宿泊施設

その他観光施設

温泉施設

農業振興施設

林業振興施設

668.6

氷見市湯沢市
H29.4.1 H26.4.1

H17（1市2町1村） －

施設数 面積

385.7

砺波市
H27.3.31

H16（1市1町）
49,000
127.03

58.9 208.276.8

46,613 47,992
790.9 230.56

南砺市
H31.3.31

H16（4町4村）
51,327

＜30年後の再編方針＞ 
・１～２箇所に集約 

＜30 年後の再編方針＞ 
・基本的に譲渡し、市では保有しない 

＜30 年後の再編方針＞ 

＜維持すべき施設数＞ 

＜30 年後の再編方針＞ 

＜維持すべき施設数＞ 

-8-



再編方針等 
南砺市公共施設等総合管理計画 第２次南砺市公共施設再編計画

（３）その他観光施設 

   ①基本的な考え方 

    その他観光施設は、本来民間でのサービス提供が可能であるなど、行政が保有する必要性が他の施設に比

べて低いと考えられます。

このため、民間譲渡を基本的な考え方として、総量縮減を図ります。

改訂後 

（４）温泉施設 

   ①基本的な考え方 

    温泉施設は、市民の憩いの場であり、他の産業系施設よりも多くの利用者があります。しかしながら、本

来民間でのサービス提供が可能であるなど、行政が保有する必要性が他の施設に比べて低いと考えられま

す。

このようなことから、基本的には耐用年数まで維持し、それ以降は集約していきます。しかし、短期５年

間に利用者が３割減となった場合は、統合を進めていきます。

改訂後 

＜30 年後の再編方針＞ 
・基本的に耐用年数まで維持し、それ以降は集約 

＜30 年後の再編方針＞ 

＜維持すべき施設数＞ 

＜30 年後の再編方針＞ 
・基本的に譲渡し、市では保有しない 

＜30 年後の再編方針＞ 

＜維持すべき施設数＞ 
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再編方針等 
南砺市公共施設等総合管理計画 第２次南砺市公共施設再編計画

（５）農業振興施設、林業振興施設 

   ①基本的な考え方 

    農業、林業振興施設は、本来民間でサービス提供を行うものであり、行政が保有する必要性が他の施設に

比べて低いと考えられます。

このため、民間譲渡を基本的な考え方として、総量縮減を図ります。

改訂後 

（６）商業振興施設、その他産業施設 

   ①基本的な考え方 

    商業振興施設は、本来民間でサービス提供を行うものであり、行政が保有する必要性が他の施設に比べて

低いと考えられます。

このため、民間譲渡を基本的な考え方として、総量縮減を図ります。

その他産業施設は、利用者数に比べてコストが高い施設が多くなっていますが、産業振興に大きな役割を

担う施設となっています。

このため、基本的に機能は維持していきますが、建物は更新しません。

改訂後 

＜30 年後の再編方針＞ 
・基本的に譲渡し、市では保有しない 

＜30 年後の再編方針＞ 
・商業振興施設は、基本的にすべて譲渡し、市では保有しない 
・その他産業施設は、基本的に機能は維持するが、建物は更新しない 

＜30 年後の再編方針＞ 

＜維持すべき施設数＞ 

＜30 年後の再編方針＞ 

＜維持すべき施設数＞ 
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再編方針等 
南砺市公共施設等総合管理計画 第２次南砺市公共施設再編計画

７ 学校 

① 基本方針

小学校・中学校については、文部科学省が平成 27年 1月 27 日に公表した「公立小学校・中学校の適正規模・適

正配置等に関する手引～少子化に対応した活力ある学校づくりに向けて～」に従い、適正規模（12～18 学級）を

下回る学校については、統廃合を考えていきます。 

児童・生徒が日常的に使用する施設であるため、安全確保については特に重視します。 

小学校・中学校は、公共施設の中でも大規模な施設であり、また、地域の中核的な施設であることに鑑み、更新

を行う際には周辺の公共施設の機能の複合化も視野に進めます。 

② 短期目標（５年 2015年度から 2019年度まで）
安全・安心な教育環境の確保のため、引き続き長寿命化の取り組みを進めます。また、今後の学校のあり方につ

いて検討を進めます。

③ 中期目標（１０年 2020年度から 2024年度まで）
学校施設の必要な施設量及び小中一貫校や他の公共施設の機能との複合化などの検討を行い、併せて小学校、中

学校の具体的な統廃合の検討を開始します。

７ 学校 

 （１）小学校 

   ①基本的な考え方 

    小学校は、地域の中核的な施設であります。このようなことから、８地域それぞれで維持していきます。

しかしながら、地域内の児童数が適正規模を下回れば、統合の必要があると考えられます。

また、将来は児童数が減少することから更新や大規模改修を行う際には、減築の検討も行いながら進めま

す。

改訂後 

 （２）中学校 

   ①基本的な考え方 

    中学校は、地域の中核的な施設であります。このようなことから、８地域それぞれで維持していきます。

しかしながら、地域内の生徒数が適正規模を下回れば、統合の必要があると考えられます。

また、将来は生徒数が減少することから更新や大規模改修を行う際には、減築の検討も行いながら進めま

す。

改訂後 

市名
基準
合併
人口
面積
密度

施設数 面積

9 66,378 11 58,273 12 47,956 8 56,776

8 63,832 6 39,631 6 33,056 4 33,714

17 130,210 15 103,461 17 97,904 18 81,012 12 90,490

施設数 面積

中分類 小分類

施設数 面積
総合管理計画保有

施設数 面積

小計

学校

小学校

中学校

668.6

氷見市湯沢市
H29.4.1 H26.4.1

H17（1市2町1村） －

施設数 面積

385.7

砺波市
H27.3.31

H16（1市1町）
49,000
127.03

58.9 208.276.8

46,613 47,992
790.9 230.56

南砺市
H31.3.31

H16（4町4村）
51,327

＜30年後の再編方針＞ 
・８地域それぞれに維持 
・大規模改修時等には減築 

＜30 年後の再編方針＞ 
・８地域それぞれに維持 
・大規模改修時等には減築 

＜30 年後の再編方針＞ 

＜維持すべき施設数＞ 

＜30 年後の再編方針＞ 

＜維持すべき施設数＞ 
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再編方針等 
南砺市公共施設等総合管理計画 第２次南砺市公共施設再編計画

８ 幼保・こども園 

① 基本方針

少子化の進行に応じてサービス供給量の見直しを行います。 

乳幼児が日常的に使用する施設であるため、耐震性や安全確保については特に重視します。 

指定管理者制度の導入や民営化など、民間活力の活用などの方策も検討します。 

② 短期目標（５年 2015年度から 2019年度まで）
統合により不要となる旧園舎は、原則解体します。また、指定管理者制度の導入や民営化など、民間活力の検討

を進めます。

③ 中期目標（１０年 2020年度から 2024年度まで）
耐用年数到来年度を迎える施設については、周辺の公共施設の機能との複合化などの検討のうえ、更新を行いま

す。

８ 幼保・こども園 

   ①基本的な考え方 

    保育園は、平成 27年度をもって統合事業が完了します。今後は、基本的に維持するものとしますが、運
営のあり方については保育園審議会等の答申により方向性を定めていきます。

統合により不要となる旧園舎は、目的を変更して民間活力の導入など、利活用策の検討を進めます。ま

た、活用策がなく譲渡できない場合は、休止後に解体していきます。

改訂後 

市名
基準
合併
人口
面積
密度

施設数 面積

12 18,408 6 3,850 11 10,883

9 5,924

12 18,408 11 16,235 0 0 6 3,850 20 16,807

施設数 面積

中分類 小分類

施設数 面積
総合管理計画保有

施設数 面積

幼保・こども園

小計

保育園

幼稚園

668.6

氷見市湯沢市
H29.4.1 H26.4.1

H17（1市2町1村） －

施設数 面積

385.7

砺波市
H27.3.31

H16（1市1町）
49,000
127.03

58.9 208.276.8

46,613 47,992
790.9 230.56

南砺市
H31.3.31

H16（4町4村）
51,327

＜30年後の再編方針＞ 

・基本的に維持 

・保育園審議会の答申等により方向性を定める 

＜30 年後の再編方針＞ 

＜維持すべき施設数＞ 
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再編方針等 
南砺市公共施設等総合管理計画 第２次南砺市公共施設再編計画

９ 幼児・児童施設 

① 基本方針

各地域の中核施設である学校や市民活動の拠点施設である公民館などとの機能の複合化などを通じて、より良

いサービスを提供できる施設を目指します。児童館は、人口規模を踏まえて集約します。 

また、地域を巻き込み、市民の力を活かして、幼児・児童の健やかな成長を図ります。 

② 短期目標（５年 2015年度から 2019年度まで）
地域住民とともに、幼児・児童の健やかな成長を図るため、効率的な運営を図ります。 

③ 中期目標（１０年 2020年度から 2024年度まで）
周辺の公共施設の見直しと合わせて、機能の複合化などを行い、単館として維持するべきかどうかなどの方針を

決定します。

９ 幼児・児童施設 

 （１）児童館 

   ①基本的な考え方 

    児童館は、機能を維持していくものとしますが、建物の建て替えが必要になった時点で他施設との複合化

を進めていきます。

改訂後 

（２）子育て支援センター、その他子育て支援施設 

   ①基本的な考え方 

    子育て支援センターは、基本的には維持するものとしますが、運営のあり方については保育園審議会の答

申等により方向性を定めていきます。

その他子育て支援施設は、同地域内に立地するその他の施設を活用していくこととして解体し、公園は維

持していきます。

改訂後 

市名
基準
合併
人口
面積
密度

施設数 面積

4 2,777 1 保健センター 5 1,235

8 1,379 1 保健センター 5 326

2 1,217 10 1,297 1 保健センター 8 1,038

14 5,373 8 2,429 10 1,297 3 0 18 2,599

施設数 面積

中分類 小分類

施設数 面積
総合管理計画保有

施設数 面積

幼児・児童施設

小計

児童館

子育て支援センター

その他子育て支援施設

668.6

氷見市湯沢市
H29.4.1 H26.4.1

H17（1市2町1村） －

施設数 面積

385.7

砺波市
H27.3.31

H16（1市1町）
49,000
127.03

58.9 208.276.8

46,613 47,992
790.9 230.56

南砺市
H31.3.31

H16（4町4村）
51,327

＜30年後の再編方針＞ 

・基本的に維持 

・保育園審議会の答申等により方向性を定める 

＜30 年後の再編方針＞ 

・すべての児童館機能を維持 

・建物更新時に、他施設との複合化 

＜30 年後の再編方針＞ 

＜維持すべき施設数＞ 

＜30 年後の再編方針＞ 

＜維持すべき施設数＞ 
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再編方針等 
南砺市公共施設等総合管理計画 第２次南砺市公共施設再編計画

１０ 高齢者福祉施設 

① 基本方針

高齢福祉施設については、民間事業者によるサービス提供が困難な部分を補完するかたちで、施設を保有しま

す。また、維持していくべき機能は必要不可欠なものに精査します。 

介護福祉施設については、今後も指定管理者制度の活用などにより、効果的・効率的な運営を進めます。また、

建替更新を行う場合には、市が多額のコスト負担を負うことになることから、民間による介護福祉施設の供給状況

を見定め、建替更新は慎重に検討します。平野部の介護施設については、民間サービス事業者と競合している状況

であり、社会福祉法人などへの譲渡を図ります。 

その他の社会福祉施設については、維持していくべき機能を精査するとともに、利用している団体への移管を進

めます。 

② 短期目標（５年 2015年度から 2019年度まで）
老朽化している施設を中心に、施設の廃止に取り組みます。また、民間団体等への移管も進めます。特別養護老

人ホームやデイサービスなどの介護福祉施設については、個別施設ごとの譲渡先などの方向性を決定します。

③ 中期目標（１０年 2020年度から 2024年度まで）
介護福祉施設の譲渡や廃止を進めます。

１０ 高齢者福祉施設 

 （１）介護福祉施設 

   ①基本的な考え方 

    介護福祉施設は、民間でのサービス提供が可能であるため、譲渡を進めていきます。しかし、五箇山地域

の施設については、建物更新時に類似施設と統合を検討し、効果的・効率的な運営を進めます。

改訂後 

 （２）その他の社会福祉施設 

   ①基本的な考え方 

    その他の社会福祉施設は、民間事業者によるサービス提供が困難な部分を補完するかたちで、施設を保有

し、維持していくべき機能は必要不可欠なものに精査します。

改訂後 

市名
基準
合併
人口
面積
密度

施設数 面積

13 32,498 1 999 1 2,024 3 2,432

7 7,707 5 2,344 1 保健センター 7 6,183

20 40,205 5 2,321 6 3,343 2 2,024 10 8,615

施設数 面積

中分類 小分類

施設数 面積
総合管理計画保有

施設数 面積

高齢福祉施設

小計

その他の社会福祉施設

介護福祉施設

668.6

氷見市湯沢市
H29.4.1 H26.4.1

H17（1市2町1村） －

施設数 面積

385.7

砺波市
H27.3.31

H16（1市1町）
49,000
127.03

58.9 208.276.8

46,613 47,992
790.9 230.56

南砺市
H31.3.31

H16（4町4村）
51,327 ＜30 年後の再編方針＞ 

・基本的に、市で保有しない 

＜30 年後の再編方針＞ 

・五箇山地域の施設を除き、すべての施設を譲渡 

＜30 年後の再編方針＞ 

＜維持すべき施設数＞ 

＜30 年後の再編方針＞ 

＜維持すべき施設数＞ 
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再編方針等 
南砺市公共施設等総合管理計画 第２次南砺市公共施設再編計画

１１ 保健施設 

① 基本方針

保健センターについては、施設の重複の解消を進めます。健康診断を他の公共施設などで実施するなど、行って

いるサービスを維持しながら集約を進めます。 

② 短期目標（５年 2015年度から 2019年度まで）
現在の機能を他の施設に移管することを通じて、施設の整理統合を行います。

③ 中期目標（１０年 2020年度から 2024年度まで）
保健センターの統合により施設の重複を解消します。

１２ 医療施設 

① 基本方針

民間病院などを含めた地域医療の提供状況を踏まえるとともに、地域包括ケアのあり方を取り入れながら、施設

としての必要性について継続的に検討を行います。 

別途定める病院改革プランなどに基づき、検討を進めます。 

② 短期目標（５年 2015年度から 2019年度まで）
地域包括ケアの推進を通じて、診療所のあり方を決定します。

③ 中期目標（１０年 2020年度から 2024年度まで）
市立病院や民間病院などの地域医療の状況を踏まえて、よりよい医療体制のあり方を決定します。

１１ 保健施設 

   ①基本的な考え方 

    保健センターは、広い市域の状況も考慮して施設の集約化を進めます。

そのためには、健康診断を他の公共施設で実施するなど、行っているサービスを維持しながら集約を進め

ます。

改訂後 

１２ 医療施設 

   ①基本的な考え方 

    診療所・医療センターは、市民の健康を守る重要な施設であることから、すべて維持していくものとしま

すが、民間病院などを含めた地域医療の提供状況や地域包括ケアの推進などを踏まえて、別途定める病院改

革プランに基づき方向性を定めていきます。

改訂後 

市名
基準
合併
人口
面積
密度

施設数 面積

保健施設 5 4,032 2 2,633 1 486 1 6,980

施設数 面積

中分類 小分類

施設数 面積
総合管理計画保有

施設数 面積

保健センター

668.6

氷見市湯沢市
H29.4.1 H26.4.1

H17（1市2町1村） －

施設数 面積

385.7

砺波市
H27.3.31

H16（1市1町）
49,000
127.03

58.9 208.276.8

46,613 47,992
790.9 230.56

南砺市
H31.3.31

H16（4町4村）
51,327

市名
基準
合併
人口
面積
密度

施設数 面積

医療施設 4 2,314 3 1,319 1 928

施設数 面積

中分類 小分類

施設数 面積
総合管理計画保有

施設数 面積

診療所・医療センター

668.6

氷見市湯沢市
H29.4.1 H26.4.1

H17（1市2町1村） －

施設数 面積

385.7

砺波市
H27.3.31

H16（1市1町）
49,000
127.03

58.9 208.276.8

46,613 47,992
790.9 230.56

南砺市
H31.3.31

H16（4町4村）
51,327

＜30年後の再編方針＞ 

・すべての診療所を維持 

・病院改革プランに基づき方向性を定める 

＜30 年後の再編方針＞ 

・２～３箇所に集約 

＜30 年後の再編方針＞ 

＜維持すべき施設数＞ 

＜30 年後の再編方針＞ 

＜維持すべき施設数＞ 
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再編方針等 
南砺市公共施設等総合管理計画 第２次南砺市公共施設再編計画

１３ 庁舎等 

① 基本方針

分庁舎方式のあり方を検討し、機能的な庁舎運営を実現します。それとあわせ、庁舎は、防災時の拠点となるこ

となどを踏まえ、耐震性や安全確保の観点を重視します。 

行政センターは、住民が利用しやすい環境整備に向けて検討を行います。 

② 短期目標（５年 2015年度から 2019年度まで）
庁舎機能見直しにあたっての基本構想・基本計画を策定し、具体的に検討を進めます。

③ 中期目標（１０年 2020年度から 2024年度まで）
庁舎機能見直しを実行します。

１４ 消防施設 

① 基本方針

消防能力を維持していく観点から、老朽化した施設の更新を進めます。 

② 短期目標（５年 2015年度から 2019年度まで）
老朽化した施設の更新を進めます。 

③ 中期目標（１０年 2020年度から 2024年度まで）
老朽化した施設の更新を進めます。

１３ 庁舎等 

   ①基本的な考え方 

    庁舎は、合併後 11年が経過して、そのあり方を定めていく重要な時期であります。
    それにあたっては、広大な市の面積からくる地域間距離を考慮し、行政センター窓口業務は８地域に残し

ていくべきと考えられます。

改訂後 

１４ 消防施設 

   ①基本的な考え方 

消防施設は市民の安全安心に必要不可欠な施設であるため、すべての消防施設を維持していきます。

改訂後 

市名
基準
合併
人口
面積
密度

施設数 面積

庁舎等 8 30,320 1 10,345 4 18,723 1 7,805 2 10,189

施設数 面積

中分類 小分類

施設数 面積
総合管理計画保有

施設数 面積

庁舎

668.6

氷見市湯沢市
H29.4.1 H26.4.1

H17（1市2町1村） －

施設数 面積

385.7

砺波市
H27.3.31

H16（1市1町）
49,000
127.03

58.9 208.276.8

46,613 47,992
790.9 230.56

南砺市
H31.3.31

H16（4町4村）
51,327

市名
基準
合併
人口
面積
密度

施設数 面積

1 864

1 2,638

32 3,242 196 2,904 20 1,506 21 2,049

33 4,106 32 3,216 196 2,904 21 4,144 21 2,049

施設数 面積

中分類 小分類

施設数 面積
総合管理計画保有

施設数 面積

防災センター

消防署・分署

その他消防施設
消防施設

小計

668.6

氷見市湯沢市
H29.4.1 H26.4.1

H17（1市2町1村） －

施設数 面積

385.7

砺波市
H27.3.31

H16（1市1町）
49,000
127.03

58.9 208.276.8

46,613 47,992
790.9 230.56

南砺市
H31.3.31

H16（4町4村）
51,327

＜30年後の再編方針＞ 

・消防署は保有しない 

・すべての消防施設を維持 

＜30 年後の再編方針＞ 

・１箇所に集約 

＜30 年後の再編方針＞ 

＜維持すべき施設数＞ 

＜30 年後の再編方針＞ 

＜維持すべき施設数＞ 
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再編方針等 
南砺市公共施設等総合管理計画 第２次南砺市公共施設再編計画

１５ その他行政系施設 

① 基本方針

南砺家庭・地域医療センター内医療課については、医療施設とあわせて決定します。山間地の移動通信施設につ

いては、施設の維持・管理に努めます。 

② 短期目標（５年 2015年度から 2019年度まで）
施設の維持・管理に努めます。

③ 中期目標（１０年 2020年度から 2024年度まで）
施設の維持・管理に努めます。

１６ 公営住宅 

① 基本方針

人口減少の見通しとなっている中、公営住宅長寿命化計画の策定を進め、公営住宅の需要に応じ総数の適正化に

努めます。また、一時的に必要量が足りない場合においても、新規建設ではなく、民間からの一時的な借上げなど

の手段により補うといった工夫を行います。 

② 短期目標（５年 2015年度から 2019年度まで）
すでに耐用年数を迎えた施設、今後 5 年間に耐用年数を迎える施設などについて、更新の是非について決定し
ます。

③ 中期目標（１０年 2020年度から 2024年度まで）
今後１０年間で耐用年数を迎える施設の今後のあり方を決定します。

１５ その他行政系施設 

   ①基本的な考え方 

移動通信施設は、山間地の情報格差を是正する重要な施設です。このようなことから、すべて維持して管

理に努めます。

南砺家庭・地域医療センター内医療課については、機能を「（仮称）地域包括医療ケアセンター」に移転

して維持していきます。

改訂後 

１６ 公営住宅 

   ①基本的な考え方 

公営住宅は、人口減少の見通しとなっているなかで、「住まい・まちづくり計画」の策定を進め、公営住

宅の需要に応じ総数の適正化に努めます。

改訂後 

市名
基準
合併
人口
面積
密度

施設数 面積

その他行政系施設 5 2,876 4 365

施設数 面積

中分類 小分類

施設数 面積
総合管理計画保有

施設数 面積

その他行政系施設

668.6

氷見市湯沢市
H29.4.1 H26.4.1

H17（1市2町1村） －

施設数 面積

385.7

砺波市
H27.3.31

H16（1市1町）
49,000
127.03

58.9 208.276.8

46,613 47,992
790.9 230.56

南砺市
H31.3.31

H16（4町4村）
51,327

市名
基準
合併
人口
面積
密度

施設数 面積

公営住宅 24 42,929 12 26,756 11 12,228 7 17,934 8 31,647

施設数 面積

中分類 小分類

施設数 面積
総合管理計画保有

施設数 面積

市営住宅

668.6

氷見市湯沢市
H29.4.1 H26.4.1

H17（1市2町1村） －

施設数 面積

385.7

砺波市
H27.3.31

H16（1市1町）
49,000
127.03

58.9 208.276.8

46,613 47,992
790.9 230.56

南砺市
H31.3.31

H16（4町4村）
51,327

＜30年後の再編方針＞ 

・将来の必要数を考慮しながら縮減 

＜30 年後の再編方針＞ 

・すべての移動通信基地局を維持 

＜30 年後の再編方針＞ 

＜維持すべき施設数＞ 

＜30 年後の再編方針＞ 

＜維持すべき施設数＞ 
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再編方針等 
南砺市公共施設等総合管理計画 第２次南砺市公共施設再編計画

１７ 公園 

① 基本方針

大規模公園の管理などのための建物については、避難、休憩などの場所として公園の必要なサービスを精査した

うえで、見直しを行います。 

② 短期目標（５年 2015年度から 2019年度まで）
老朽化した建物について、必要性を精査のうえ、更新します。

③ 中期目標（１０年 2020年度から 2024年度まで）
老朽化した建物について、必要性を精査のうえ、更新します。

１７ 公園 

   ①基本的な考え方 

公園は、幼児から高齢者までが利用する憩いの場です。このようなことから、大規模公園の管理などのた

めの建物については、避難、休憩などの場所として公園の必要なサービスを精査したうえで、再編を進めて

いきます。

改訂後 

市名
基準
合併
人口
面積
密度

施設数 面積

公園 9 2,551 10 2,389 3 853

施設数 面積

中分類 小分類

施設数 面積
総合管理計画保有

施設数 面積

公園

668.6

氷見市湯沢市
H29.4.1 H26.4.1

H17（1市2町1村） －

施設数 面積

385.7

砺波市
H27.3.31

H16（1市1町）
49,000
127.03

58.9 208.276.8

46,613 47,992
790.9 230.56

南砺市
H31.3.31

H16（4町4村）
51,327

＜30年後の再編方針＞ 

・すべての公園機能を維持 

＜30 年後の再編方針＞ 

＜維持すべき施設数＞ 
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再編方針等 
南砺市公共施設等総合管理計画 第２次南砺市公共施設再編計画

１８ その他 

① 基本方針

駐車場、駐輪場については、交通政策の中でその必要性を判断します。公衆トイレ、斎場については市民ニーズ

に沿って更新します。それ以外の倉庫などの用途で暫定的に使用している施設や普通財産などについては、利活用

や売却などを推進します。 

② 短期目標（５年 2015年度から 2019年度まで）
普通財産等について、利活用や売却を推進します。

③ 中期目標（１０年 2020年度から 2024年度まで）
普通財産等について、利活用や売却を推進します。

１８ その他 

 （１）駐車場、駐輪場、公衆トイレ 

   ①基本的な考え方 

駐車場・駐輪場は、交通政策の中でその必要性を判断し、当面はすべての施設を維持していきます。

公衆トイレは、市民ニーズに沿って維持していきます。

改訂後 

 （２）普通財産 

   ①基本的な考え方 

普通財産は、行政の目的には使用しない施設であることから、基本的にすべての施設を譲渡し、市では保

有しない方向とします。

現在、行政目的に使用されている施設については、目的を変更し維持します。

改訂後 

市名
基準
合併
人口
面積
密度

施設数 面積

3 888 2 648 3 926

4 305 4 314

49 32,017 18 29,860 9 7,333 14 3,766

5 2,302 1 1,935 3 1,669

33 8,944 11 3,823 3 4,451 3 1,682

94 44,456 16.5 19,215 29 33,683 15 14,367 27 8,357

施設数 面積

中分類 小分類

施設数 面積
総合管理計画保有

施設数 面積

駐車場、駐輪場

公衆トイレ

普通財産

その他公共用施設

小計

その他

その他公用施設

668.6

氷見市湯沢市
H29.4.1 H26.4.1

H17（1市2町1村） －

施設数 面積

385.7

砺波市
H27.3.31

H16（1市1町）
49,000
127.03

58.9 208.276.8

46,613 47,992
790.9 230.56

南砺市
H31.3.31

H16（4町4村）
51,327

＜30年後の再編方針＞ 
・駐車場、駐輪場は、すべての施設を維持 
・公衆トイレは、基本的にすべての施設を維持 

＜30 年後の再編方針＞ 
・基本的にすべての施設を譲渡し、市では保有しない 

＜30 年後の再編方針＞ 

＜維持すべき施設数＞ 

＜30 年後の再編方針＞ 

＜維持すべき施設数＞ 
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（３）その他公共用施設 

   ①基本的な考え方 

簡易水道施設は、今後とも必要性が高い施設として維持していきます。

斎場は、老朽化が目立つものについて更新は行わず、炉が故障した時点で解体していくなど、総量の縮減

を図ります。

改訂後 

 （４）その他公用施設 

   ①基本的な考え方 

その他公用施設については、効率的・効果的な管理のため施設を集約していきます。

改訂後 

＜30 年後の再編方針＞ 
・簡易水道施設及び２箇所の斎場を維持 

＜30 年後の再編方針＞
・効率的・効果的な管理のため施設を集約 

＜30 年後の再編方針＞ 

＜維持すべき施設数＞ 

＜30 年後の再編方針＞ 

＜維持すべき施設数＞ 
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